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うつくしま浜街道観光推進会議設置要領 

 

（名称） 

第１条 この会議の名称は、うつくしま浜街道観光推進会議（以下、「推進会議」とい

う。）と称す。 

 

（目的） 

第２条 推進会議は、浜通り地方の広域的な連携による観光振興と地域活性化のための

各種事業、及び「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会の方部別重点事

業の実施組織として設置する。 

 

（組織及び構成） 

第３条 推進会議は、別表第１に掲げる団体の職にある者をもって構成する。 

 

（役員） 

第４条 推進会議に次の役員を置く。 

⑴ 議 長  １人 

⑵ 副議長  ２人 

⑶ 委 員 ３０人以内 

⑷ 監査役  ２人 

２ 議長、副議長及び監査役は、委員の互選により決定する。 

 

（役員の任期） 

第５条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任

者の残任期間とする。 

 

（役員の職務） 

第６条 議長は、推進会議を代表し会務を総理する。 

２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときには予め定められた順位により、そ

の職務を代行する。 

３ 委員は、推進会議の会務を掌理する。 

４ 監査役は、会計状況を監査する。 

 

（推進会議） 

第７条 推進会議は、議長が招集し、次の事項を協議する。 

⑴ 方部別重点事業実施方針の策定に関すること。 

⑵ 推進会議における事業計画、予算及び事業報告に関すること。 

⑶ 浜通り方部の中・長期的展望に立った観光振興の取組みに関すること。 

⑷ その他議長が必要と認めた事項に関すること。 

２ 推進会議の議長は、議長をもって充てる。 
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（事務局） 

第８条 推進会議の事務を処理するため総括事務局及びブロック事務局を置く。 

２ 総括事務局は、推進会議の事務を総括する。 

３ 総括事務局は、いわき市観光文化スポーツ部に置き、事務局長はいわき市観光文化

スポーツ部長の職にある者をもって充てる。 

４ ブロック事務局は、別表第１に掲げる各ブロックの委員の連絡調整を図る。 

５ ブロック事務局は、各ブロック内で決定する。 

 

（実行委員会） 

第９条 推進会議は特定の事業を実施するため、実行委員会を置くことができる。 

２ 実行委員会は、別表第２に掲げる者をもって構成する。 

 

（経費） 

第10条 事業に要する経費は推進会議が負担する経費及びその他の収入をもって充て

る。 

２ 会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

（解散） 

第11条 推進会議は第２条の目的の達成をもって解散する。 

 

（その他） 

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。 

 

   附 則 

 

１ この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

３ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

４ この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

５ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

６ この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

７ この要領は、平成２８年７月１日から施行する。 

８  この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

８  この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

10 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

11 この要領は、令和 ２年４月１日から施行する。 

12 この要領は、令和 ３年４月１日から施行する。 

13 この要領は、令和 ４年４月１日から施行する。 

14 この要領は、令和 ５年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

 

うつくしま浜街道観光推進会議名簿 

役員名 団体名 職名 ブロック 

委 員 南相馬市旅館ホテル組合 組 合 長 

相 馬 

委 員 松川浦観光旅館組合 組 合 長 

委 員 
一般社団法人南相馬市 

かしま観光協会 
事 務 局 長 

委 員 
株式会社までいガーデンビレッジ 

いいたて 
副駅長 

委 員 新 地 町 企画振興課長  

委 員 相 馬 市 商工観光課長  

委 員 南 相 馬 市 観光交流課長 

委 員 飯 舘 村 村づくり推進課長 

委 員 相馬地方広域市町村圏組合 企画課長 

委 員 株式会社Ｊヴィレッジ 
ホスピタリティ事業部 

お客様サービスグループ長 

双 葉 

委 員 川内村商工会 会 長 

委 員 大堀相馬焼協同組合 理 事 長 

委 員 浪 江 町 産業振興課長 

委 員 葛 尾 村 復興推進室長 

委 員 双 葉 町 
復興推進課長 

(兼)産業交流センター所長 

委 員 大 熊 町 産 業 課 長 

委 員 富 岡 町 産業振興課長 

委 員 川 内 村 産業振興課長 

委 員 楢 葉 町 産業創生課長 
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委 員 広 野 町 産業振興課長  

委 員 双葉地方広域市町村圏組合 復興推進課長  

委 員 いわき商工会議所 専務理事 

いわき 

委 員 小名浜まちづくり市民会議 副 会 長 

委 員 
一般社団法人いわき観光 

まちづくりビューロー 
会 長 

委 員 
一般社団法人いわき観光 

まちづくりビューロー 
事 務 局 長 

委 員 常磐興産株式会社 代表取締役社長 

委 員 いわき地区商工会連絡協議会 会員 

委 員 公益財団法人ふくしま海洋科学館 理事長兼館長 

委 員 株式会社いわき市観光物産ｾﾝﾀｰ 代表取締役専務 

委 員 福島県浜通りゴルフ場協議会 会 長 

委 員 いわき市 観光振興課長 

 ▽オブザーバー 

国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 国関係 

福島県観光交流局観光交流課 

県関係 

福島県相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 

福島県いわき地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 

福島県ふたば復興事務所 

公益財団法人福島県観光物産交流協会 

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社 

交通関係 

東日本高速道路株式会社東北支社いわき管理事務所 

株式会社ＪＴＢいわき店 旅行関係 
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別表第２ 

 

うつくしま浜街道観光推進会議 実行委員会名簿 

 

役員名 団体名 職名 ブロック 

委 員 新 地 町 企画振興課長  

相馬 

委 員 相 馬 市 商工観光課長  

委 員 南 相 馬 市 観光交流課長  

委 員 飯 舘 村 村づくり推進課長 

委 員 相馬地方広域市町村圏組合 企画課長 

委 員 浪 江 町 産業振興課長  

双葉 

委 員 葛 尾 村 復興推進室長 

委 員 双 葉 町 
復興推進課長 

(兼)産業交流センター所長 

委 員 大 熊 町 産 業 課 長 

委 員 富 岡 町 産業振興課長 

委 員 川 内 村 産業振興課長  

委 員 楢 葉 町 産業創生課長 

委 員 広 野 町 産業振興課長  

委 員 双葉地方広域市町村圏組合 復興推進課長 

委 員 い わ き 市 観光振興課長 いわき 

 


